
（法第２８条第１項関係）

２０２５年度事業報告書
２０２５年３月１日～２０２６年２月２８日
特定非営利活動法人京都教育サポートセンター

事業の成果
　当法人は、設立２４年目の事業年度を迎え、前年度途中に移転した南区西九条の新事務所において本格的な通年運営を行う最初の年度となった。
本年度は、前年度に実施した事務所移転による固定費（地代家賃）の削減効果を原動力とし、移転時に課題となった財務状況の改善と、地域に根差した支援活動の再構築に注力した。特に、日本政策金融公庫への返済開始に伴い、自立的な運営基盤を確立するため、従来の受益者負担金（月謝等）に加え、賛助会員の拡充や寄付金募集といった外部資金の調達活動を積極的に展開した１年となった。
当所の５つの柱である「学習支援」「居場所提供」「歩プロジェクト」「家庭派遣・家庭教師」「広報・各種相談」の活動実績は以下の通りである。
· 「学習支援」 「個別教育予備校MES」を中心に、不登校や発達障がいを持つ児童・生徒に対し、個々のペースに合わせた学習機会を提供した。今年度は特に、新拠点での口コミや紹介により新規利用者が微増し、安定した活動継続に寄与した。
· 「居場所提供」 前年度の縮小運営から脱却し、本来の「平日居場所（月・木）」の運営を再開した。京都府の「ひきこもり社会参加支援事業」と連携し、支援の必要性が高い層に対して、孤立を防ぐための安全なサードプレイスとしての機能を強化した。
· 「フリースクール活動［歩プロジェクト］」 新天地でのコミュニティ形成を目的とした「レク日（土曜日）」の活動を定着させた。特に前年度から定例化した「麻雀会（第３土曜）」は、多世代交流や社会参加のきっかけとして高い評価を得ており、利用者同士の自然なコミュニケーションの場として機能している。
· 「家庭教師・家庭派遣」 依然として外出が困難な状態にある当事者に対し、訪問支援を継続した。京都府の補助事業を活用することで、経済的困窮家庭や深刻なひきこもり状態にある世帯へのアウトリーチを無償で実施し、社会との繋がりを維持する役割を果たした。
· 「広報・各種相談」 相談件数は前年度を維持し、のべ１８０件以上に対応した。広報面では、従来のSNS（X、Instagram、YouTube等）に加え、noteの活用や「ゆっ歩通信」のデジタル配信を強化し、法人の透明性を高めるとともに、賛助会員（サポーター）募集に向けたメッセージ発信を重点的に行った。
まとめと収支について
今年度は「再起から躍進へ」を掲げ、新拠点での運営を軌道に乗せることに成功した。収支面においては、事務所移転に伴う借入金の返済が始まったものの、家賃コストの低減と、積極的な寄付勧誘・会員増強策により、前年度の大きな赤字から脱却し、単年度収支の均衡、および黒字化に向けた基盤を整えることができた。

ホームページ　https://ksce.jpn.og/
新ホームページ　https://kscemes.com/
ブログ　https://ksce.jpn.org/?page_id=1234
Facebook　https://www.facebook.com/ksce.apollo
Instagram　ksce7     X：KSCEleader
Note  ksce
YouTube　https://www.youtube.com/@NPO-rm4gz
　

２　事業の実施に関する事項
　(1) 特定非営利活動に係る事業
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の範囲及び
人　　　数
	
支出額

(千円)

	不登校等の青少年に対する総合的な学習支援事業
	· 不登校の状態で学力不振の状態にある生徒等に対する学習指導の教室設置および運営



· 不登校の状態にある生徒等に対する家庭学習指導員の派遣による訪問支援

· フリースペースを提供し、不登校等の状態にある生徒等に対して、自立した社会生活を目指すための総合支援活動

	随時







随時




月曜日・土曜日14時～18時半

	事務所
 






京都府下




事務所
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５




８




	生徒３







生徒８




生徒７
外部１０




	４６０５
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	不登校等の青少年の国際交流に関する事業
	· 外国人講師を招き外国文化の理解および英会話の学習支援を目指す「国際理解教室」
	実施できず


	事務所


	０



	現在実施しない

	０




	不登校等の青少年に対するレクリエーション事業
	· ボーリング大会・合宿・映画鑑賞会・クリスマスパーティなどのイベントの実施


· フリーマーケット参加などの社会活動


・定期的実施のサークル的活動


上記活動を総称して「歩プロジェクト」活動と呼ぶ

	通年で実施




年度内６回の実施


毎月第３土曜日麻雀会を実施
	事務所
京都府下

	８



	生徒７
外部１５


	事業合計に含

	不登校等になった青少年に関する相談及び支援事業
	· 不登校等の状態にある生徒の保護者に対する相談

· 不登校等の状態にある生徒の保護者に対する相談会






・不登校・ひきこもりの状態にある若者に対する本人または保護者に対しての家庭訪問（相談）活動

・他団体などの主催による相談会等への参加
	随時



３月
７月
８月
１０月
１１月
１月
計６回の実施

随時





なし




	事務所



中央青少年活動センターまたは南青少年活動センター




京都府下
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０
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